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   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災

害等（以下単に「大規模災害等」という。）から国民の生命、身体及び財産を保護し、

並びに大規模災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること

の重要性に鑑み、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資

する大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱
じん

な国づくり（以下「国土強靱化」と

いう。）の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基

本計画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土

強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的

に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に

資することを目的とする。 

 （基本理念） 

第二条 国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発

生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）

から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施

策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資す

ることに鑑み、明確な目標の下に、大規模災害等からの国民の生命、身体及び財産の保

護並びに大規模災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野に

ついて現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に

定めること等により、行われなければならない。 

 （国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的

に策定し、及び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切



な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 （事業者及び国民の責務） 

第五条 事業者及び国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方

公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 （関係者相互の連携及び協力） 

第六条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るた

め、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

 （法制上の措置等） 

第七条 政府は、国土強靱化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

   第二章 基本方針等 

 （基本方針） 

第八条 国土強靱化は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。 

 一 迅速な避難及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等

の視点を重視した被災者への支援体制の整備、防災教育の推進、地域における防災対

策の推進体制の強化等により、大規模災害等に際して、人命の保護が最大限に図られ

ること。 

 二 国家及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物資の安定供給の確保等によ

り、大規模災害等が発生した場合においても当該機能が致命的な障害を受けず、維持

され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること。 

 三 地震による建築物の倒壊等の被害に対する対策の推進、公共施設の老朽化への対応、

大規模な地震災害、水害等の大規模災害等を防止し、又は軽減する効果が高く、何人

も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進、大規模災害

等が発生した場合における社会秩序の維持等により、大規模災害等に起因する国民の

財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。 

 四 地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、大規模災害等が発生

した場合における当該大規模災害等からの迅速な復旧復興に資すること。 

 （施策の策定及び実施の方針） 

第九条 国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施される

ものとする。 

 一 既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。 

 二 施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。 

 三 地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。 

 四 第二条の基本理念及び前条の基本方針を踏まえ、実施されるべき施策の重点化を図

ること。 



 五 民間の資金の積極的な活用を図ること。 

   第三章 国土強靱化基本計画等 

 （国土強靱化基本計画） 

第十条 政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公

共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定

める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進

に関する基本的な計画（以下「国土強靱化基本計画」という。）を、国土強靱化基本計

画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。 

２ 国土強靱化基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 国土強靱化基本計画の対象とする国土強靱化に関する施策の分野 

 二 国土強靱化に関する施策の策定に係る基本的な指針 

 三 前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国土強靱

化基本計画を公表しなければならない。 

５ 政府は、国土強靱化に関する施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、国土強靱化基

本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。 

６ 第三項及び第四項の規定は、国土強靱化基本計画の変更について準用する。 

 （国土強靱化基本計画と国の他の計画との関係） 

第十一条 国土強靱化基本計画以外の国の計画は、国土強靱化に関しては、国土強靱化基

本計画を基本とするものとする。 

 （国土強靱化基本計画の実施に関する勧告） 

第十二条 内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の実施について調整を行うため必要があ

ると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。 

 （国土強靱化地域計画） 

第十三条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関

する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域計画以

外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定

めることができる。 

 （国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係） 

第十四条 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなけれ

ばならない。 

   第四章 国土強靱化推進本部 

 （設置） 



第十五条 国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強

靱化推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第十六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 国土強靱化基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 

 二 関係行政機関が国土強靱化基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関するこ

と。 

 三 前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策で重要なものの企画及び立案

並びに総合調整に関すること。 

 （国土強靱化基本計画の案の作成） 

第十七条 本部は、国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模

災害等に対する脆
ぜい

弱性の評価（以下「脆弱性評価」という。）の指針を定め、これに従

って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国土強靱化基本計画の案を作成しなければ

ならない。 

２ 本部は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。 

３ 脆弱性評価は、国土強靱化基本計画の案に定めようとする国土強靱化に関する施策の

分野ごとに行うものとする。 

４ 脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに投入される人材その他の国土強

靱化の推進に必要な資源についても行うものとする。 

５ 本部は、国土強靱化基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県、

市町村、学識経験を有する者及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有

する者の意見を聴かなければならない。 

６ 前各項の規定は、国土強靱化基本計画の変更の案の作成について準用する。 

 （組織） 

第十八条 本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進

本部員をもって組織する。 

 （国土強靱化推進本部長） 

第十九条 本部の長は、国土強靱化推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総

理大臣をもって充てる。 

２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

 （国土強靱化推進副本部長） 

第二十条 本部に、国土強靱化推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、内閣

官房長官、国土強靱化担当大臣（内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策

の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣

をいう。）及び国土交通大臣をもって充てる。 

２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。 



 （国土強靱化推進本部員） 

第二十一条 本部に、国土強靱化推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。 

２ 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。 

 （資料の提出その他の協力） 

第二十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政

機関、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）

第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）及び地方独立行政法人（地方独立行政

法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をい

う。）の長並びに特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特

別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十

一号）第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。）の代表者に対して、資料の

提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定

する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

 （事務） 

第二十三条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官

補が掌理する。 

 （主任の大臣） 

第二十四条 本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任

の大臣は、内閣総理大臣とする。 

 （政令への委任） 

第二十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 

   第五章 雑則 

 （国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討） 

第二十六条 政府は、国土強靱化の推進を担う組織（本部を除く。）の在り方について、

政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要

な法制上の措置を講ずるものとする。 

 （国民の理解の増進） 

第二十七条 国は、広報活動等を通じて国土強靱化に関する国民の理解を深めるよう努め

なければならない。 

 （諸外国の理解の増進） 

第二十八条 国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の国土強

靱化に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない。 

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。 



     理 由 

 国土強靱
じん

化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、国土強靱化の推進に関し、

基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基本計画の策定その他国土強

靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部を設置する等

の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


